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特別会員を対象とした、「入院見舞金」を実施しています。
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定年引上げによる影響を検討するために開催された財政等検討委員会の結果に基づき、退職互助部制度は、
令和5 年度からの定年延長の実施を機に、全面的な制度改定となりました。
現職会員については、３５歳になった次の年度の 4 月 1 日に全員自動加入となり、退職会員については、

定年延長前の対象者（R5.3.31 以前の退職者）を「旧制度会員」、実施後の対象者（R5.4.1 以降の退職者）
を「新制度会員」として取り扱うことになります。

・３５歳になった次の年度の４月１日に全員自動加入（R5.3 末時点で未加入の者は、現行どおり任意加入）

《旧制度会員》
R5.3.31以前の退職者

※ 制度内容に変更なし

《新制度会員》
R5.4.1以降の退職者

※ 新規取り扱い

掛金の納入月数 ３００月（２５年間：36～60歳） ３６０月（３０年間：36～65歳）

退職会員になれる年齢 ４５歳以上（４５歳未満は脱退） ５５歳以上（５５歳未満は脱退）

配偶者が
加入の場合

名称 加入配偶者 配偶者会員

掛金 掛金なし 特別会員と同額を一括納入

適用事業 一部の事業のみ対象 全事業対象

療養補助金

対象年齢 ７５歳になるまで ５５～８５歳になるまで

給付額

特別会員
2,000円控除し、
80％を乗じた額

2,000円控除し、80％を乗じた額
加入配偶者
遺族会員

3,000円控除し、
80％を乗じた額

入院見舞金
７５～８５歳までの間に5日以上入
院したとき、入院初日から1日につ
き1,000円を給付（特別会員のみ）

適用なし

退会給付金 適用なし
退職会員となった日から20年以内
に退会を希望した場合に給付
（10,000～100,000円）

埋葬料
退職会員となった日から３年以内
に死亡した場合に給付
（30,000～70,000円）

退職会員となった日から４年以内
に死亡した場合に給付
（20,000～100,000円）
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療養補助金について療養補助金について

〇「医療費のお知らせ」又は申請書に病院等の窓口で証明を受けての申請も可能です。
（証明手数料は給付対象外）
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＜申請書上欄＞
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詳しくは、加入されている健康保険
（ 国保 や 協会けんぽ等）へ
直接お尋ねください。
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※ 各施設とも展覧会名称、 観覧料等変更される場合があります。
※  山口県立美術館にて開催される 「ジブリパークとジブリ展」 （7/15 ～ 9/24） については、相当な混雑が予想され、

入館補助券を利用しての入館が困難なことから、 補助対象展に含まれません。
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